
 

 

東通村避難計画（原子力編）修正概要 

 

１．防災基本計画、青森県地域防災計画（原子力災害対策編）等の反映 

〇東通村内企業従事者、一時滞在者への対応 

・緊急事態等の区分に応じた対応の追加。 

〇自然災害との複合災害が発生した場合の対応 

・人命の安全を第一とした避難行動の追加。 

〇感染症流行下における対応 

・避難所及び避難車両等における感染拡大防止策等の追加。 

 

２．社会環境の変化等に伴う見直し等について 

○人口の変化に伴う見直し等 

・原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の地域の人口の変更。 

・地区別の避難先施設の見直し。 

○施設等の新設及び廃止等の見直し等 

・バス避難時の一時集合場所の変更。 

・安定ヨウ素剤緊急配布場所の変更。 

 

３．その他 

○表現の適正化、軽微な語句の修正 

 

以上 


